
　　　　　　　　　　貸付けの条件の変更等の実施状況について

 
　
○　法第４条に基づく措置の実施状況（平成２１年１２月４日～平成２５年９月３０日）

　　【お客さまが中小企業者の場合】

　

○　法第５条に基づく措置の実施状況（平成２１年１２月４日～平成２５年９月３０日）

　　【お客さまが住宅資金借入者の場合】

　

(注　１）　件数は債権単位、金額は申込み時点の債権額です。

(注　２）　「申込み」は、お客さまからの貸付条件の変更等の申込みを書面または口頭で受け付けた

もの及び当組合からの働きかけの結果、申込みを受けることとなったものも含みます。
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167,8783,432

平成２１年１２月４日に施行されました「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置
に関する法律」（金融円滑化法）の第４条および第５条に基づく貸付条件の変更等の実施状況を取り
まとめましたので、以下のとおり公表いたします。
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